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東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
の

お
知
ら
せ
４
月
〜
９
月
・
新
規
購
入
者
用

　

満
70
歳
以
上
の
都
民
で
、
申
し
込
ま
れ
た
方

に
都
営
交
通
・
都
内
を
走
行
す
る
民
営
バ
ス
等

が
利
用
で
き
る
「
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
」
を

発
行
し
ま
す
。

対
象　

都
内
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
満
70
歳

以
上
の
方
（
寝
た
き
り
の
方
を
除
く
）

有
効
期
間　

発
行
日
〜
令
和
５
年
９
月
30
日

申
込　

満
70
歳
に
な
る
月
の
初
日
か
ら
（
１
日

生
ま
れ
の
方
は
前
月
１
日
か
ら
可
）。
西
東
京

バ
ス
五
日
市
営
業
所
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

費
用　

課
税
状
況
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

※
１　

不
動
産
譲
渡
所
得
に
係
る
特
別
控
除
額

　
　
（
令
和
４
年
分
）
が
あ
る
場
合
は
控
除
し

　
　

ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
必
要
書
類
が
異

　
　

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

必
要
書
類

全
員
▼
本
人
確
認
書
類
（
保
険
証
ま
た
は
運
転

免
許
証
な
ど
）

対
象
者
②
③
の
方
▼
次
の
い
ず
れ
か
１
点

ア
令
和
５
年
度
介
護
保
険
料
納
入
（
決
定
）
通

知
書

※
所
得
段
階
区
分
欄
に
「
１
」「
２
」「
３
」「
４
」

「
５
」「
６
」
の
い
ず
れ
か
の
記
載
が
あ
る
も
の

イ
令
和
５
年
度
住
民
税
課
税
／
非
課
税
証
明
書

ウ
生
活
保
護
受
給
証
明
書
（
生
活
扶
助
）

※
介
護
保
険
料
納
入
決
定
通
知
書
の
再
発
行
は

　

で
き
ま
せ
ん
。
紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、
住
民

税
課
税
／
非
課
税
証
明
書
を
ご
用
意
願
い
ま
す
。

※
ア
、
イ
は
、
令
和
５
年
度
の
住
民
税
な
ど
の

　

賦
課
決
定
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
期
間
（
４
〜

　

６
月
頃
）
は
、
令
和
４
年
度
の
書
類
で
代
用

　

で
き
ま
す
。

問　

一
般
社
団
法
人
東
京
バ
ス
協
会

　
　

シ
ル
バ
ー
パ
ス
専
用
電
話

　
　

☎
03
（
５
３
０
８
）
６
９
５
０

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

①
木
造
住
宅
耐
震
診
断
費
助
成
金
交
付
制
度

助
成
対
象　

町
内
に
住
所
を
有
し
、
次
に
掲
げ

る
要
件
を
備
え
て
い
る
住
宅
を
所
有
す
る
個
人

と
す
る
。

（
１
）
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
さ
れ

　
　

た
木
造
２
階
建
て
以
下
の
戸
建
て
住
宅

（
２
）
所
有
者
が
自
ら
利
用
す
る
た
め
に
延
べ

　
　

床
面
積
の
２
分
の
１
以
上
を
居
住
の
用

　
　

に
供
し
て
い
る
住
宅
で
あ
る
こ
と
。

【
助
成
金
額
】
診
断
機
関
が
行
っ
た
耐
震
診
断

に
要
す
る
費
用（
消
費
税
に
係
る
部
分
を
除
く
）

の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
で
２
万
５
千
円
を

限
度
と
す
る
。

②
木
造
住
宅
耐
震
改
修
費
助
成
金
交
付
制
度

助
成
対
象　

耐
震
診
断
の
結
果
、
倒
壊
す
る
可

能
性
の
高
い
又
は
倒
壊
す
る
可
能
性
が
あ
る
と

診
断
さ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て
、
当
該
耐
震
改
修

を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
一
応
倒
壊
し
な
い
こ

と
が
判
断
で
き
る
住
宅
の
所
有
者
と
す
る
。

　

助
成
の
対
象
と
な
る
耐
震
改
修
工
事
は
、
当

該
工
事
に
要
す
る
費
用
の
額
が
30
万
円
（
消
費

税
に
係
る
部
分
を
除
く
。）
以
上
と
す
る
。

【
助
成
金
額
】
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
（
消

費
税
に
係
る
部
分
を
除
く
。）
の
３
分
の
１
に

相
当
す
る
額
で
30
万
円
を
限
度
と
す
る
。

※
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
担
当

　

ま
で
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問　

ま
ち
づ
く
り
課

　
　
　

都
市
計
画
係

　
　

☎
042
（
588
）
５
１
１
４

機
関
車
バ
ス
「
青
春
号
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　

活
用
者
を
募
集
し
ま
す

　

全
国
唯
一
の

ト
レ
ー
ラ
ー
タ

イ
プ
の
路
線
バ

ス
と
し
て
「
武

蔵
五
日
市
駅
〜

つ
る
つ
る
温
泉
」

間
で
運
用
し
て

お
り
ま
し
た
機

関
車
バ
ス
（
青

春
号
）
は
、
車
両
老
朽
化
の
た
め
令
和
５
年
３

月
31
日
を
も
っ
て
運
行
を
終
了
い
た
し
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
長
い
間
町
の
観
光
を
支
え
て
き
た

青
春
号
に
、
第
２
の
人
生
を
与
え
た
い
！
と
い

う
思
い
か
ら
、
青
春
号
を
引
き
取
り
活
用
し
て

い
た
だ
け
る
方
を
募
集
い
た
し
ま
す
。

　

募
集
条
件
や
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
町
の
Ｈ

Ｐ
を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
お
電
話
で
お
問
い

合
せ
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間　

４
月
１
日
(土)
〜
28
日
(金)
ま
で

応
募
条
件　

町
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お

電
話
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い

対
象　

町
内
・
町
外
を
問
わ
ず
、
青
春
号
を
活

用
し
て
い
た
だ
け
る
方

問　

産
業
観
光
課

　
　
　

商
工
観
光
係

　
　

☎
042（
588
）
４
１
０
１

木
造
住
宅
耐
震
診
断
お
よ
び

　

耐
震
改
修
交
付
制
度
に
つ
い
て

　
「
日
の
出
町
耐
震
改
修
促
進
計
画
」
に
基
づ

き
、
町
民
の
皆
さ
ま
の
防
災
意
識
の
向
上
と
、

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め

に
、
耐
震
診
断
を
行
う
方
及
び
耐
震
診
断
の
結

果
に
よ
り
、
住
宅
の
改
修
、
修
繕
ま
た
は
補
強

を
行
う
際
に
助
成
金
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

対象者 費　用

①５年度住民税「課税」
で、③以外の方

１０，２５５円　
(4～ 9月発行分 )

②５年度住民税
　「非課税」の方

１，０００円　

③令和５年度住民
　税課税者である
　が４年の合計所
　得金額が135
　万円以下 (※ 1)
　の方

１，０００円　

お
知
ら
せ
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日
の
出
町
個
人
情
報
保
護
制
度
が
変
更
し
ま
す

　

町
で
は
「
日
の
出
町
個
人
情
報
保
護
条
例
」

に
基
づ
き
個
人
情
報
保
護
及
び
開
示
請
求
等

行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
国
の
個
人
情
報
保
護
法

の
改
正
を
受
け
、
令
和
５
年
４
月
１
日
よ
り
、

個
人
情
報
保
護
法
に
基
づ
く
全
国
的
な
統
一

ル
ー
ル
で
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
ま
で
の
日
の
出
町
個
人
情
報
保
護
制
度
と

新
た
な
個
人
情
報
保
護
制
度
と
で
、
個
人
情
報

保
護
措
置
の
水
準
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

開
示
請
求
に
係
る
手
数
料

　

町
に
お
い
て
は
、
従
前
と
同
様
に
開
示
手
数

料
を
徴
収
せ
ず
、
写
し
の
交
付
に
係
る
コ
ピ
ー

代
金
（
Ａ
３
判
ま
で
１
枚
あ
た
り
10
円
）
と
な

り
ま
す
。

個
人
情
報
開
示
等
の
請
求
者

　

請
求
者
本
人
、
未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被

後
見
人
の
法
定
代
理
人
又
は
本
人
の
委
任
に
よ

る
代
理
人
と
な
り
ま
す
。（
本
人
か
ら
の
委
任

状
や
本
人
確
認
書
類
の
提
出
が
必
要
で
す
。）

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
作
成
・
公
表

　

一
定
の
事
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
特

定
の
保
有
個
人
情
報
を
体
系
的
に
構
成
し
た

「
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
」
を
作
成
し
、
公
表

し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　

総
務
課
広
聴
広
報
係

　
　

☎
042(

588)

４
１
１
６

下
水
道
事
業
が
公
営
企
業
会
計
に
移
行
し
ま
す

　

下
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
経
営
の
健
全
性

や
計
画
性
・
透
明
性
の
向
上
等
を
目
的
と
し
て

官
公
庁
会
計
「
日
の
出
町
下
水
道
事
業
特
別
会

計
」
か
ら
公
営
企
業
会
計
「
日
の
出
町
下
水
道

事
業
会
計
」
へ
移
行
し
ま
し
た
。

　

公
営
企
業
会
計
へ
の
移
行
は
、
主
に
会
計
方

式
の
変
更
で
あ
り
、
下
水
道
使
用
料
の
金
額
が

変
更
と
な
る
な
ど
、
町
公
共
下
水
道
を
使
用
す

る
皆
さ
ま
に
直
接
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問　

ま
ち
づ
く
り
課
下
水
道
係

　
　

☎
042
（
588
）
５
１
３
９

総
合
相
談

　

町
で
は
、
毎
月
第
２
水
曜
日
に
総
合
相
談
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
・
行
政
相
談
委
員
・
弁
護
士
の

４
人
が
同
一
部
屋
で
相
談
を
受
け
ま
す
。

　

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
人
権
擁
護
委
員
２
人
】

　

児
童
虐
待
、
家
庭
内
の
問
題
、
日
常
生
活
で

の
差
別
・
嫌
が
ら
せ
等
の
問
題
、
日
常
生
活
で

の
心
配
ご
と
、
人
権
に
関
す
る
こ
と
な
ど

【
行
政
相
談
委
員
１
人
】

　

国
や
地
方
の
仕
事
に
つ
い
て
、苦
情
が
あ
る
、

困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
、こ
う
し
て
ほ
し
い
、

苦
情
を
申
出
た
が
説
明
に
納
得
い
か
な
い
、
手

続
の
仕
組
み
や
サ
ー
ビ
ス
の
制
度
が
判
ら
な
い

な
ど

【
弁
護
士
１
人
】

　

法
律
相
談
（
金
銭
賃
借
、
離
婚
、
相
続
、
そ

の
他
日
常
の
法
律
問
題
等
）

相
談
時
間　

午
後
１
時
〜
４
時
ま
で

※
１
人
30
分
（
予
約
制
）
原
則
、
時
間
の
指
定

　

は
で
き
ま
せ
ん
。

定
員　

６
人

費
用　

無
料

申
込　

電
話
▼
相
談
日
の
７
日
前
か
ら
前
日
ま

で
の
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
ま
で
受
付

※
定
員
に
な
り
次
第
締
切

問　

町
民
課
窓
口
サ
ー
ビ
ス
係

　
　

☎
042(

588)

４
１
０
８

日
の
出
町
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
事
業

　

町
で
は
、
国
が
創
設
し
た
「
出
産
・
子
育
て

応
援
交
付
金
」
を
活
用
し
、
新
た
に
「
日
の
出

町
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
事
業
」
を
開
始

し
ま
し
た
。
ま
た
、
妊
娠
期
か
ら
出
産
・
子
育

て
期
ま
で
一
貫
し
て
身
近
な
相
談
に
応
じ
る
、

相
談
支
援
も
一
体
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

事
業
開
始
日

　

令
和
５
年
３
月
１
日

事
業
内
容

・
妊
娠
期
か
ら
出
産
・
子
育
て
期
ま
で
の
継
続

　

的
な
相
談
に
応
じ
る
「
伴
走
型
相
談
支
援
」

　

と
し
て
面
談
・
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

・
「
出
産
応
援
ギ
フ
ト
（
５
万
円
相
当
）」・

　
「
子
育
て
応
援
ギ
フ
ト
（
５
万
円
相
当
）」
の

　

交
付

対
象

　

令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
に

　
　

①
妊
娠
届
出
を
し
た
方

　
　

②
出
生
し
た
子
を
養
育
し
て
い
る
方

申
請
方
法

　

事
業
開
始
日
以
降
に
妊
娠
届
出
・
出
産
の
方

は
、
面
談
時
に
申
請
書
類
を
交
付
し
ま
す
。
そ

れ
以
外
の
対
象
の
方
に
は
、
３
月
下
旬
か
ら
順

次
、
ご
案
内
お
よ
び
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

詳
し
く
は
日
の
出
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

問　

い
き
い
き
健
康
課
健
康
推
進
係

　
　

(

保
健
セ
ン
タ
ー)

　
　

☎
042
（
588
）
５
４
２
６

各
種
相
談
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す

　

日
の
出
町
で
は
、
毎
月
第
２
水
曜
日
（
祝
日

の
場
合
は
翌
週
の
水
曜
日
）
に
相
談
事
業
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

消
費
生
活
相
談

　

消
費
ト
ラ
ブ
ル
や
悪
質
商
法
に

関
す
る
こ
と
の
相
談
を
受
け
ま
す
。

相
談
日　

毎
月
第
２
水
曜
日

相
談
時
間　

午
後
１
時
〜
４
時
ま
で

　
　
　
（
先
着
順
・
１
人
30
分
程
度
）

場
所　

役
場
教
育
セ
ン
タ
ー
２
階
相
談
室

相
談
員　

消
費
生
活
専
門
相
談
員

対
象　

町
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

申
込　

当
日
、
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問　

産
業
観
光
課
商
工
観
光
係

　
　

☎
042(

588)

４
１
０
１

日の出町
ひのでちゃん


